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衆
議
院
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員
鈴
木
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男
君
提
出
ラ
ブ
ロ
フ
・
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一
に
つ
い
て

平
成
九
年
に
丹
波
實
外
務
審
議
官
、
平
成
十
年
に
鈴
木
宗
男
北
海
道
開
発
庁
長
官
・
沖
縄
開
発
庁
長
官
及
び
阿
部
正
俊
総

務
政
務
次
官
、
平
成
十
一
年
に
鈴
木
宗
男
内
閣
官
房
副
長
官
、
平
成
十
二
年
に
続
訓
弘
総
務
庁
長
官
、
平
成
十
四
年
に
尾
身

幸
次
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣
、
平
成
十
五
年
に
細
田
博
之
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣
、
平
成
十
七
年
に
小
池
百

合
子
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
並
び
に
平
成
十
八
年
に
山
中
�
子
外
務
大
臣
政
務
官
が
北
方
領
土
を

訪
問
し
た
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
現
在
日
露
間
で
行
わ
れ
て
い
る
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
交
渉
に
否
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
な
い
よ
う
ロ
シ
ア
側
に
お
い
て
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
我
が
国
の
考
え
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア

側
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
も
累
次
に
わ
た
っ
て
伝
え
て
き
て
お
り
、
御
指
摘
の
訪
問
が
行
わ
れ
た
後
に
も
改
め
て
ロ
シ
ア
連
邦

政
府
に
申
し
入
れ
た
。

四
に
つ
い
て

一



北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土

で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府

と
交
渉
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
三
年
三
月
に
「
平
和
条
約
問
題
に
関
す
る
交
渉
の
今
後
の
継
続
に
関
す
る

日
本
国
総
理
大
臣
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
」
が
発
出
さ
れ
た
後
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
、
ロ

シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
十
五
年
一
月
に
採
択
さ
れ
た
日
露
行
動
計

画
に
基
づ
き
、
幅
広
い
分
野
で
我
が
国
と
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
関
係
の
進
展
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
外
務
省
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の

領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
ロ
シ
ア
連
邦

政
府
と
引
き
続
き
交
渉
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
平
和
条
約
の
締
結

に
関
す
る
交
渉
（
以
下
「
交
渉
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後

の
交
渉
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二


